
      

答

弁

第

一

二

号 

平
成
七
年
十
二
月
五
日
受
領 

衆
議
院
議
員
岩
佐
恵
美
君
提
出
国
立
公
衆
衛
生
院
、
人
口
問
題
研
究
所
、
国
立
多
摩
研
究
所
の
統
廃
合
案
に
関
す
る
質
問
に 

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
三
四
第
一
二
号 

平
成
七
年
十
二
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
土 

井 

た 

か 

子 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

村 

山 

富 

市 

一 

 



 

一
の
1
の
(3)
か
ら
(6)
ま
で
に
つ
い
て 

一
の
1
の
(1)
及
び
(2)
に
つ
い
て 

憲
法
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
全
体
と
し
て
、
す
べ
て
の
国
民
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
国
政
を
運
営
す
べ
き
こ
と
を
国
の
責
務
と
し
て
宣
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
第
二
項
の
「
公
衆
衛
生
」
と
い

う
語
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
国
の
公
的
責
任
が
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

厚
生
省
は
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
た

め
に
必
要
な
試
験
、
研
究
等
を
行
う
た
め
の
機
関
（
以
下
「
試
験
研
究
機
関
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
人
口
構
造
の
高
齢
化
、
科
学
技
術
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
国
立
公
衆
衛
生
院
等
七
つ
の
試
験
研

究
機
関
及
び
特
殊
法
人
社
会
保
障
研
究
所
に
つ
い
て
試
験
研
究
及
び
人
材
の
養
成
訓
練
の
体
制
を
充
実
す
る
た
め
、
再
構
築

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
国
立
公
衆
衛
生
院
は
、
公
衆
衛
生
技
術
者
の
養
成
訓
練
及
び
こ
れ
に
対
す
る
公
衆
衛
生
に
関
す

る
学
理
の
応
用
の
調
査
研
究
を
つ
か
さ
ど
る
機
関
で
あ
る
が
、
こ
の
再
構
築
に
お
い
て
、
国
立
医
療
・
病
院
管
理
研
究
所
等 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
岩
佐
恵
美
君
提
出
国
立
公
衆
衛
生
院
、
人
口
問
題
研
究
所
、
国
立
多
摩
研
究
所
の
統
廃
合
案
に
関 

三 

 



 

一
の
2
の
(1)
に
つ
い
て 

国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
は
、
東
京
都
区
部
に
お
け
る
人
口
及
び
行
政
、
経
済
、
文
化
等
に
関
す
る
機
能
の
過
度
の
集
中

の
是
正
に
資
す
る
た
め
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
「
国
の
行
政

機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
昭
和
六
十
三
年
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
定
め
た
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
、
業
務
上
東
京
都
区
部
内
に
立
地
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
を
除
く
地
方
支
分
部

局
、
施
設
等
機
関
等
を
東
京
都
区
部
か
ら
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て

諸
機
能
等
が
高
い
東
京
集
中
を
み
せ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
景
気
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
推

進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

の
機
能
を
統
合
し
て
、
地
域
の
保
健
医
療
福
祉
に
関
す
る
総
合
的
、
実
践
的
な
調
査
研
究
及
び
保
健
医
療
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

担
う
人
材
の
育
成
等
を
行
う
国
立
保
健
医
療
福
祉
政
策
研
究
所
（
仮
称
）
に
発
展
的
に
改
組
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指

摘
の
公
衆
衛
生
の
研
究
・
教
育
及
び
国
際
協
力
等
の
現
在
の
国
立
公
衆
衛
生
院
の
機
能
は
、
再
構
築
後
の
試
験
研
究
機
関
に

お
い
て
承
継
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
首
都
機
能
の
移
転
は
、
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
九
号
）
に
基
づ
き
、
国
会
並
び
に 

四 

 



 

一
の
2
の
(5)
に
つ
い
て 

一
の
2
の
(4)
に
つ
い
て 

一
の
2
の
(3)
に
つ
い
て 

一
の
2
の
(2)
及
び
(6)
に
つ
い
て 

行
政
及
び
司
法
に
関
す
る
機
能
の
う
ち
中
枢
的
な
も
の
を
東
京
圏
以
外
の
地
域
に
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
そ
の
具

体
化
に
向
け
て
積
極
的
に
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
と
あ
い
ま
っ
て
東
京
一
極
集
中

の
是
正
を
図
る
も
の
で
あ
る
。 

国
立
公
衆
衛
生
院
の
移
転
場
所
及
び
移
転
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
閣
議
決
定
及
び
国
の
機
関
等
移
転
推
進
連

絡
会
議
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

厚
生
省
の
試
験
研
究
機
関
の
再
構
築
に
お
い
て
は
、
国
立
公
衆
衛
生
院
の
業
務
の
大
部
分
を
国
立
保
健
医
療
福
祉
政
策
研

究
所
（
仮
称
）
が
承
継
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
機
関
が
昭
和
六
十
三
年
閣
議
決
定
に
基

づ
く
移
転
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。 

現
在
の
国
立
公
衆
衛
生
院
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
重
要
文
化
財
の
指
定
等
そ
の
保
存
に
つ
い
て
検
討
す
る
予
定
は
な
い
。 

五 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
及
び
3
に
つ
い
て 

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
（
仮
称
）
に
お
い
て
社
会
保
障
研
究
所
の
機
能
を
承
継
す
る
こ
と
と
す
る
の
は
、
行

政
改
革
の
一
環
と
し
て
特
殊
法
人
の
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
だ
け
で
な
く
、
二
十
一
世
紀
の
少
子
・
高
齢
社
会
の
到
来
を

控
え
て
人
口
問
題
に
関
す
る
研
究
と
社
会
保
障
に
関
す
る
研
究
の
連
携
が
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、

こ
れ
ら
の
研
究
を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

な
お
、
社
会
保
障
研
究
所
の
研
究
機
能
を
承
継
す
る
た
め
に
必
要
な
定
員
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
の
他
の
試
験
研
究
機
関

の
組
織
及
び
業
務
の
効
率
化
に
よ
り
、
既
存
の
定
員
の
枠
内
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
行
政
改
革
の
趣
旨
に 

人
口
問
題
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
試
験
研
究
機
関
の
再
構
築
の
一
環
と
し
て
、
特
殊
法
人
社
会
保
障
研
究
所
等
の
機
能
を

承
継
し
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
（
仮
称
）
に
発
展
的
に
改
組
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
お
り
、
関
連
分
野
の
研

究
と
の
連
携
を
強
化
す
る
等
研
究
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

国
立
公
衆
衛
生
院
の
移
転
及
び
試
験
研
究
機
関
の
再
構
築
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
今
後
と
も
十
分
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

六 

 



 

三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

三
の
1
に
つ
い
て 

厚
生
省
の
試
験
研
究
機
関
の
再
構
築
に
お
い
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
治
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
を
設
置
し
て
、
ハ
ン
セ

ン
病
に
関
す
る
研
究
の
充
実
強
化
を
検
討
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
結
核
菌
が
ら
い
菌
と
同
じ
抗
酸
菌 

沿
う
も
の
で
あ
る
が
、
必
要
な
定
員
は
確
保
さ
れ
る
の
で
厚
生
省
に
お
け
る
調
査
研
究
体
制
の
後
退
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も

の
と
考
え
て
い
る
。 

国
立
多
摩
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
規
模
が
小
さ
く
新
規
分
野
へ
の
対
応
及
び
先
進
技
術
の
導
入
に
限
界
が
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
分
子
生
物
学
及
び
免
疫
学
等
の
進
展
に
伴
い
ハ
ン
セ
ン
病
の
み
を
対
象
と
す
る
よ
り
も
感
染
症
全
般
を
対
象
と

し
た
研
究
体
制
の
中
で
他
の
分
野
の
研
究
成
果
及
び
研
究
設
備
を
活
用
す
る
こ
と
が
研
究
の
進
展
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
感

染
症
に
関
し
総
合
的
、
先
端
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
と
統
合
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。 

ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
免
疫
機
構
等
未
解
明
の
研
究
分
野
も
あ
り
、
今
後
と
も
ハ
ン
セ
ン
病

に
関
す
る
研
究
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

七 

 



 

 

八 

属
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
成
果
の
相
互
の
活
用
が
可
能
に
な

る
等
研
究
の
一
層
の
進
展
が
期
待
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 


